
１節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

９ 外来栄養食事指導料

イ 外来栄養食事指導料１

( 1 ) 初回 260点

( 2 ) ２回目以降

① 対面で行った場合 200点

② 情報通信機器を用いた場合 180点

ロ 外来栄養食事指導料２

( 1 ) 初回 250点

( 2 ) ２回目以降 190点

注１ イの( 1 )及び( 2 )の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚

生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保

険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回

の指導を行った月にあっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回に限

り算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の

患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な

献立等によって月２回以上の指導を行った場合に限り、月の２回目の指導時に

イの( 2 )の①の点数を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同

日であること。

３ イの(2 )の②については、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療

機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器等によって必要な指導を行った場合

に、月１回に限り算定する。

４ ロについては、診療所において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚

生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保

険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、

初回の指導を行った月にあっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回

に限り算定する。

10 入院栄養食事指導料（週１回）

イ 入院栄養食事指導料１

( 1 ) 初回 260点

( 2 ) ２回目 200点

ロ 入院栄養食事指導料２

( 1 ) 初回 250点

( 2 ) ２回目 190点

注１ イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対

して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具

体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中２回に限り算定する。

２ ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣

が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関

以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中２回

に限り算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指

導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説

明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援する法律（平成17年法律第123号）第34条第１項に

規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第１号に規定する福

祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中１回に限
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り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。この場合において、

区分番号Ｂ００５に掲げる退院時共同指導料２は別に算定できない。

11 集団栄養食事指導料 80点

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療

機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場

合に、患者１人につき月１回に限り算定する。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

イ 着用型自動除細動器による場合 360点

ロ ペースメーカーの場合 300点

ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合 520点

注１ 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者（ロについては入院中

の患者以外のものに限る。）に対して、療養上必要な指導を行った場合に、１

月に１回に限り算定する。

２ 区分番号Ｋ５９７に掲げるペースメーカー移植術、区分番号Ｋ５９８に掲げ

る両心室ペースメーカー移植術、区分番号Ｋ５９９に掲げる植込型除細動器移

植術又は区分番号Ｋ５９９－３に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動

器移植術を行った日から起算して３月以内の期間に行った場合には、導入期加

算として、140点を所定点数に加算する。

３ 区分番号Ｂ０００に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について

は算定しない。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患

者（イを算定する場合に限る。）に対して、植込型除細動器の適応の可否が確

定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算し

て３月を限度として、月１回に限り、植込型除細動器移行期加算として、

31,510点を所定点数に加算する。

５ ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回

受診月の翌月から今回受診月の前日までの期間、遠隔モニタリングを用いて療

養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260

点又は480点に当該期間の月数（当該指導を行った月に限り、11月を限度とす

る。）を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

13 在宅療養指導料 170点

注１ 第２部第２節第１款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定

すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を必

要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅

療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者１人につき月１回（初回の指導

を行った月にあっては、月２回）に限り算定する。

２ １回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

14 高度難聴指導管理料

イ 区分番号Ｋ３２８に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して３月以内の

期間に行った場合 500点

ロ イ以外の場合 420点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難

聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。

２ 区分番号Ｋ３２８に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月１回に

限り、その他の患者については１回に限り算定する。

３ 区分番号Ｋ３２８に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳

用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として

６歳未満の乳幼児については３月に１回に限り、６歳以上の患者については６
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